
事業者　

脱炭素経営入門

の

中部ブロックの地球温暖化防止活動推進センターが共同で開催する「脱炭素経営セミナー」のご案内

2050 年カーボンニュートラルに向けて、企業にも脱炭素経営が求められています。

企業がなぜ脱炭素経営に取り組むことが必要なのか、気候変動の現状や、企業経営の観点から解説するセミナーを

中部ブロック７県 (富山県、石川県、福井県、長野県、長野市、岐阜県、愛知県、三重県 )の８地域センターが共同で開催します。

脱炭素経営セミナー

オンライン開催

中部７県の事業者

セミナー終了後のアンケートに
ご協力をお願いします

.9.52023日時

対象

13:30-14:30火
受講料

無料

　公益財団法人地球環境戦略研究機関（IGES）　ビジネスタスクフォース　ディレ

クター /JCLP 事務局エクゼクティブディレクター。株式会社三和銀行（現三菱

UFJ 銀行）、投資顧問会社での ESG 専門リサーチャーを経て 2005 年より現職。

2005 年ルンド大学（スウェーデン）産業環境経済研究所修士課程修了（環境政策

学修士）。 気候変動と企業の関わりについて一貫して研究、および実践活動を実施。

　現在は日本の先進企業で形成される日本気候リーダーズ・パートナーシップ

（JCLP）の事務局長を務めるほか、RE100 アワード審査員、複数のグローバル企

業の気候変動アドバイザーなども務める。

　主な著書に、「脱炭素経営入門（日本経済出版社）」がある。

公益財団法人 地球環境戦略研究機関（IGES）

氏松尾 雄介

受賞歴：2010 年度エネルギー・資源学会  第 14 回茅奨励賞

　　　　環境省  第９回、第 11回 NGO/NPO・企業環境政策提言  最優秀賞　他多数

講師

申込方法

こちらの申込フォームより
お申込みください

・本セミナーは「YouTube ライブ」を使ったライブ配信セミナーとなります。
・お申込みいただいた方にセミナー参加に必要なＵＲＬ等をお送りします。各センターからのメールが受信できるよう設定をお願いいたします。
・メールが届かない場合は申込先の地域センターまでお問い合わせください。
・参加費は無料ですが、参加にかかる通信費は自己負担となります。なるべく電波が安定する場所でご参加くださいますようお願いいたします。

2023

8.31 木

応募締切

～脱炭素時代の企業競争力をたかめるために～

留意事項

このセミナーは環境省補助事業「令和５年度地域における地球温暖化防止活動促進事業」の一環で実施します。

岐阜県地球温暖化防止活動推進センターお問合せ 058-247-3105 ondan@koeiken.or. jp



社長のやる気、活動のメリットを
社員全員で共有することが大切です。

リーダーや担当を具体的に決める
ことで実効性が増します。
エネルギー使用状況を確認し、
コストと効果のバランスを考えて、
できる取り組みから始めましょう。
取り組みごとに目標を立てることで、
全体の目標に繋がります。

誰が、何を、いつ、どのように、などを
明確にし、成果を掲示するなどして、
社員全員が効果を実感できるように
します。

取り組みがルール通りに実施できたか
確認します。できなかったものは、
原因を追究します。

点検の結果をふまえ、
取り組みごとにルールを見直し、
新しい削減目標を立てます。

活動方針

計画
(Plan)

実施
(Do)

点検
(Check)

見直し
(Action)

省エネ活動の進め方

省エネ診断 （経済産業省もしくは岐阜県の補助事業で実施します）

事業所のエネルギー使用状況を把握し、省エネできる項目の洗い出し、改善項目についてご提案します。

・情報収集、現場調査
・エネルギー使用量や運用状況の分析
・エネルギーコスト削減提案
・補助金、税制情報のご案内

事前
ヒアリング

診断前
打合せ

診断実施 報告会

診断の流れ

無料 一部負担（9割補助）

省エネ支援 （経済産業省もしくは岐阜県の補助事業で実施します）

省エネ診断の結果をもとに、省エネの取り組みを進めていくためのサポートをします。

・計測によるエネルギーロスの把握
・運用コスト低減に繋がる設備のチューニング
・設備更新の仕様検討、効果検証
・金融機関への融資のサポート

事前
ヒアリング

支援前
打合せ

支援実施 報告会

支援の流れ

無料 一部負担（9割補助）

省エネ診断・省エネ支援を受けられる事業者

・中小企業基本法に定める中小企業者
・会社法上の会社に該当しないもので年間エネルギ―使用量1,500kLの事業所（100kL未満の小規模事業者も対象）
※会社法上の会社に該当しないものとは「社会福祉法人」「医療法人」「学校法人」「特定非営利活動法人(NPO法人)」

「中小企業団体等以外の協同組合」等をいう。
※複数事業所を有する法人は、複数事業所の診断を受けることも可能。

省エネにお悩みの事業者様をサポートします

※省エネ支援は、省エネ診断を受診済であることが必須です

省エネ診断・支援の
お申込み、お問合せ

脱炭素相談窓口
058-247-3107

（岐阜県地球温暖化防止活動推進センター内）

【受付時間】 9:00～17:00（土日祝を除く）


